
中津川市アスベスト対策事業補助金交付要綱
　（趣旨）

第１条　この要綱は、建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物の所有者等が行うアスベスト含有調査事業に要する経費の一部を補助することについて、中津川市補助金交付規則（昭和３６年規則第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
　　
（用語の定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）アスベスト　労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８号）第６条第２３号に規定する石綿等をいう。
（２）補助対象建築物　本市の区域内に存する建築物（国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。）をいう。
（３）アスベスト含有調査　補助対象建築物の吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査をいう。
（補助金交付対象者）

第３条　補助金の交付対象者は、第４条に規定する事業を行う補助対象建築物の所有者、管理者その他市長が適当と認めた者とする。
２　前項の規定にかかわらず、市税等を完納していない者は、補助金の交付を受けることができない。
　（補助金交付対象事業）

第４条　補助金の交付対象事業は、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱（平成２１年４月１日付国住市第４５４号、国住街第２３６号、国住指第４９８４-２号、国住備第１６２号及び国土交通省住宅局長通知）に規定する住宅・アスベスト改修事業に該当するアスベスト含有調査であって、岐阜労働局に登録された作業環境測定機関又は市長が適当と認める分析機関（以下「分析機関等」という。）が実施するものであること。
（補助金の額）

第５条　補助金の額は、アスベスト含有調査に要する費用で分析機関等に対して支払う費用（消費税を除く。）の額とし、事業に係る補助対象建築物１棟につき２５万円を限度とする。ただし、千円未満の端数は、切り捨てるものとする。
（補助金の交付申請）

第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、中津川市アスベスト対策事業補助金交付申請書（第１号様式）に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
　（交付決定の通知）

第７条　市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金交付を適当と認めるときは中津川市アスベスト対策事業補助金交付決定通知書（第２号様式）により、補助金交付を不適当であると認めるときは中津川市アスベスト対策事業補助金不交付決定通知書（第３号様式）により当該申請者に通知するものとする。
（事業内容の変更等）

第８条　申請者は、補助金の交付決定後に事業内容を変更しようとするときは、中津川市アスベスト対策事業計画変更申請書（第４号様式）に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
２　申請者は、補助金の交付決定後に事業を中止した場合は、中津川市アスベスト対策事業中止届出書（第５号様式）を市長に提出するものとする。
３　第７条の規定は、第１項に規定する申請について準用する。

（実績報告）

第９条　申請者は、事業が完了したときは、速やかに、中津川市アスベスト対策事業完了実績報告書（第６号様式）に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
（補助金額の確定通知）
第１０条　市長は、前条に規定する実績報告書の内容を審査し、その事業の成果が適当と認められる場合は、交付すべき補助金の額を確定し、中津川市アスベスト対策事業補助金交付額確定通知書（第7号様式）により、補助対象者に通知するものとする。
　（補助金の請求及び交付）

第１１条　前条により補助金の交付額確定通知を受けた者は、速やかに中津川市アスベスト対策事業補助金交付請求書（第８号様式）を市長に提出するものとし、市長は、これに基づき補助金を交付するものとする。
　（交付決定の取消し）

第１２条　市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１）虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
（２）その他、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
　（補助金の返還）

第１３条　市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

　（雑則）

第１４条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
附　則

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。















































































































































